
農地法第４条・５条申請の流れ 

中央市農業委員会では、農業委員会定例会総会への議案提出締切日（毎月１０日、土日祝の場合は前開庁日）と

定めています。 

 なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請につい
ての相談

•農業委員会事務局までお越しいただくかまたは電話での相談になります。

•{転用可能であるかどうか、青地、白地、農地の種別：1種、2種、3種、開発行為（まちづくり推進課）がありますので
事前相談をしてください。}

申請書の

記入・入手

•申請内容に応じて申請書（農業委員会事務局窓口または市ＨＰにあります）をご記入ください。なお、記入
にあたっては、別添の記入例をご参照ください。

•申請内容に応じて必要書類が異なりますので、別添の必要書類一覧をご参照ください。

申請書提出
前の再確認

•記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可まで時間がかかる場合があります。申請前にもう一度、記
入例や必要書類一覧でご確認ください。

担当農業委
員への説明

•担当地区の農業委員に申請内容を説明し、議案内容説明承諾書に署名をしてもらいます。申請内容を審議するにあたり、
担当委員が申請者に代わり申請内容の説明を行いますので、担当委員に内容の説明を行ってください。

•あらかじめ事務局にて担当委員を確認し、担当委員には事前連絡した上で訪問してください。

•申請に至った経緯や事業計画書などを詳しく説明してください。（できれば、担当委員と現地を確認してください。）

•担当委員への訪問が提出締切日直前とならないよう、余裕を持って日程調整を行ってください。

申請書の
提出

•農業委員会事務局までお越しください。

許可書

受取

•県から許可が出ましたら事務局から連絡をします。事務局までお越しください。

地目変更

•所有権の移転がある場合は法務局で登記を行い、転用工事を行ってください。

•工事が完了した後は「工事完了報告書」「転用確認証明願」を提出してください。

•転用確認証明書の交付後法務局にて、地目の変更を行ってください。


